
令和８年４月７日　火曜日           
第684号1 増刊①

令
和
八
年
四
月
七
日

第
六
百
八
十
四
号

増

刊

①

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
福
岡
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

　

用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人

事

課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
監
査
委
員
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
監
査
委
員
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

　

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　

（
監
査
委
員
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
六

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

　
　
　

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（

平
成
十
六
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

　
　
　

規
則

　

本
則
中
「
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
」
を
「

知
事
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
条
例
の
公
布
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に

再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
条
第
六
項
中
「
初
任
給
調
整
手
当
」
の
下
に
「
（
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
二
種
初

任
給
調
整
手
当
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　

別
表
第
三
中
「
（
第
十
三
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
二
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

　

（
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
二
条　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

目

次

教
育
委
員
会
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（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
）

　
第
十
一
条
の
二　

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
額
の
算
定
に
つ
い
て

は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
規
則
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
額
に
相
当

す
る
額
の
例
に
よ
る
。

　

（
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
三
条　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令

和
二
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
）

　

第
七
条
の
二　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
八
条
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
パ
ー
ト
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
県
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
三
第
一
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
九

条
の
四
第
一
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
初
任
給
調
整
手
当
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
算
出
し
た
特
定
額
が
初
任
給
調
整
手
当
規
定

に
規
定
す
る
基
準
額
を
下
回
る
職
員
と
す
る
。

　

２　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
八
条
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
第
二
種
初
任
給
調
整
手

当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
は
、
県
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第

九
条
の
四
第
二
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
第

二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
を
百
分
の
七
百
七
十
五
で
除
し
、
そ
の
数
に

正
規
の
勤
務
時
間
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　
　

第
九
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
住
居
、
通
勤
経
路
、
通
勤
方
法

若
し
く
は
会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
県
職
員
給
与
条
例
第

十
三
条
の
四
第
五
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
四
第
五
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第

十
三
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
（
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
、
駐
車

場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
、
又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
若
し
く
は
駐

車
場
等
の
料
金
に
変
更
が
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
る
。

　
　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
二
項
各
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項

」
を
、
「
及
び
」
の
下
に
「
第
五
項
並
び
に
」
を
、
「
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
二
項

各
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負

担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員　

一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
り
算
出

し
た
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
の
額

　
　

第
二
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負

担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員　

一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
り
算
出

し
た
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
の
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額

　
　

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
の
十
八
」
の
下
に
「
、
第
十
二
条
の
十
九
の
二
、
第
十
二
条

の
十
九
の
四
」
を
加
え
る
。

　
　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 号 第 条関係 号紙

通 勤 届

年 月 日提出

任命権者

殿

勤務公署名

所 在 地

職 名 氏 名
記名押印又は署名

住 居

福岡県会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則第 条の規定に基づき、通勤の実情を
届け出ます。

届出の理由

□新規 □異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合

□住居の変更
□通勤経路、方法又は駐車場等の変更等

□運賃等又は駐車場等の料金の負担額の変更

□その他

届出の理由が生じた日

年 月 日

順
路
通勤
方法

区 間 距 離
所要
時間

乗車券
等の種
類

左欄の
乗車券
等の額

駐車場

等の所

在地

駐車場

等の料

金

駐車場

等の利

用形態

備 考

住居 から 経由 まで
．

分 円 円

から まで
．

から まで
．

から まで
．

から まで
．

から まで
．

自動車等の使
用 距 離 ． ．
他に利用でき
る交通機関等
の名称及び利
用区間等

総通勤距離が 未満の
場合交通機関等又は自動
車等を利・使用する理由

総通勤距離

総所要時間 分

記入上の注意
この届には通常行っている通勤の実情のみを記入し、例外的な方法等は記入しない。
「勤務公署名」欄には、本庁にあっては部課名、出先機関にあっては出先機関名を記入する。
「届出の理由」欄中「通勤経路、方法又は駐車場等の変更等」には勤務公署の所在地が変更したことによる
通勤経路の変更を含み、「運賃等又は駐車場等の料金の負担額の変更」には勤務態様の変更 交替制勤務から普
通勤務への変更等 による負担額の変更を含む。
「通勤方法」欄には、通勤の順路に従い、徒歩、自動車、○○線、○○新幹線等の別を記入する。
「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等 箇月定期、 枚綴回数券、優待乗車券等の別 を記
入する。
「左欄の乗車券等の額」欄には、通勤に使用する乗車券等 箇月定期、 枚綴回数券、優待乗車券等 の額
を記入する。
「駐車場等の所在地」欄には、通勤に利用する駐車場の所在地（〇市〇丁目〇番〇号等）を記入する。
「駐車場等の料金」欄には、実際に負担する額（駐車の都度その料金を支払う場合等の場合は１回の利用額）を
記入する。
「駐車場等の利用形態」欄には、１月払い、複数月払い（〇箇月）、１回払い、回数券（〇枚綴り〇円）等の別
を記入する。
「備考」欄には、定期券を持たない理由、回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入する。
往路と帰路と異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
「自動車等の使用距離」欄には、自動車等使用者にあっては住居 建物 の出入口から勤務公署の庁舎の出

入口までの距離を、併用者にあっては住居 建物 若しくは勤務公署の庁舎の出入口から交通機関の利用駅 停
留所を含む。以下同じ。 の出入口まで又は交通機関の利用駅の出入口から交通機関の利用駅の出入口までの
距離を記入する。なお、併用者において自動車等の使用距離区分が 以上ある場合は、それぞれの自動車等の
使用距離を記入する。
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号紙

確 認 及 び 決 定 欄

順

路

算出の基礎とな
る交通機関等

定期券
回数券
その他
の別

運賃等
の額の
算出基
礎

運 賃 等
の額

運 賃 改 正
年 月 日

運 賃 改 正
年 月 日

運 賃 改 正
年 月 日

交通機関
の名称

利用
区間 算出基礎 運賃等

の額 算出基礎 運賃等
の額 算出基礎 運賃等

の額

円 円 円 円

計 円 円 円 円

自動車等の額

自動車等の使用距離 ・

自動車等の使用距離 ・

円 距離対応

額改正

年 月 日

円 距離対応

額改正

年 月 日

円 距離対応

額改正

年 月 日

円

併用者の額 運賃等相当額と自動車等の

額の合計額、運賃等相当額又は自動車等

の額

円 円 円 円

使
用
す
る

駐
車
場
等

算出の基礎となる駐車場

等
１箇月当たり
の駐車場等の
料金に相当す
る額

１箇月当たりの平均
通勤所要回数 人事委
員会規則第 条の
の４第１号ハの場合

備考（回数券等の場合の駐車場等の料金の算出基礎

等）駐車場等の
利用形態

駐車場等の
料金

１箇月当たりの駐車場等の料金

に相当する額の合計

駐車場等に係る通勤手当の額
（上限 円）

駐車場等の
認定期間

決定事項
（手当額の決定）

人事委員会規則第 条の の４
□第１号イ
□第１号ロ
□第１号ハ（１箇月当たりの平
均通勤所要回数 回）
□第２号

決

定

事

項

該当・非該当の別 支給の始期等 通勤手当等の額 算出基礎 摘要

□該当

□交通機関等利用

□自動車等使用

□交通機関等と自動車等の併用

□駐車場等利用

□夜間勤務

□非該当

理由

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

上記のとおり確認し、決定する。

年 月 日

決

裁

職 名
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
条
例
の
公
布
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す

る
。

　
監
査
委
員
告
示
第
二
号

　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
監
査
委
員　
　

塩　

川　

正　

一　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

世　

利　

洋　

介　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

森　
　
　

行　

一　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

渡　

辺　

美　

穂　
　

　
　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
福
岡
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
号
ロ
中
「
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
」
を
「
人
材
育
成
・
活
躍
推
進
部
」
に
、
「
福
祉

労
働
部
」
を
「
福
祉
こ
ど
も
政
策
部
」
に
改
め
、
「
農
林
水
産
部
」
の
下
に
「
、
会
計
管
理
局
、
人
事

委
員
会
事
務
局
、
監
査
委
員
事
務
局
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
ロ
中
「
秘
書
室
、
」
を
削
り
、
「
企
画

・
地
域
振
興
部
」
を
「
政
策
企
画
部
、
市
町
村
・
地
域
振
興
部
」
に
改
め
、
「
、
会
計
管
理
局
」
を
削

り
、
「
、
教
育
庁
」
を
「
及
び
教
育
庁
」
に
改
め
、
「
、
人
事
委
員
会
事
務
局
及
び
監
査
委
員
事
務
局

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
条
例
の
公
布
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す

る
。

　
監
査
委
員
告
示
第
三
号

　

福
岡
県
監
査
委
員
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
監
査
委
員　
　

塩　

川　

正　

一　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

世　

利　

洋　

介　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

森　
　
　

行　

一　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

渡　

辺　

美　

穂　
　

　
　
　

福
岡
県
監
査
委
員
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

　
　
　

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
監
査
委
員
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
六
年
三
月
福
岡
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
監
査
委
員
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
程

　

本
則
中
「
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
」
を
「

知
事
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


